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公
務
員
庁
設
置
法
案
要
綱

第
一

公
務
員
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務
等

一

設
置

１

内
閣
府
の
外
局
と
し
て
、
公
務
員
庁
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

２

公
務
員
庁
の
長
は
、
公
務
員
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

二

任
務

１

公
務
員
庁
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
三
条
第
一
項
の
任
務
の
う
ち
、
各
行
政
機
関
が
そ
の
職
員
に
つ
い
て
行
う
人
事
管

理
に
関
す
る
事
務
の
統
一
保
持
そ
の
他
の
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

２

１
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
員
庁
は
、
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
に
関
す
る
事
務
、
行
政
機
関
の
機
構
、
定
員

及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
資
す
る
事
務
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
遂
行
す
る
こ
と

を
任
務
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）
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３

公
務
員
庁
は
、
１
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
三
項
関
係
）

三

所
掌
事
務

１

公
務
員
庁
は
、
二
の
１
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲

げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

イ

各
行
政
機
関
が
そ
の
職
員
に
つ
い
て
行
う
人
事
管
理
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に
関
す
る
事
項

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に
関
す
る
事
項

２

１
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
員
庁
は
、
二
の
２
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
ホ
及
び
へ
に

掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
他
の
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

イ

国
家
公
務
員
の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
及
び
退
職
管
理
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

国
家
公
務
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。
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ハ

国
家
公
務
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

国
家
公
務
員
の
団
体
交
渉
及
び
団
体
協
約
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

イ
か
ら
ホ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

ト

行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
並
び
に
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

チ

各
行
政
機
関
の
機
構
の
新
設
、
改
正
及
び
廃
止
並
び
に
定
員
の
設
置
、
増
減
及
び
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ

と
。

リ

行
政
機
関
が
共
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
国
立
大
学
法
人

、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
及
び
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
の

企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

ル

独
立
行
政
法
人
の
新
設
、
目
的
の
変
更
そ
の
他
当
該
独
立
行
政
法
人
に
係
る
個
別
法
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
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一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
法
を
い
う
。
）
、
国
立
大
学
法
人
法
及
び
総
合
法
律
支
援
法
の
定
め
る
制
度
の
改
正

並
び
に
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ
と
。

ヲ

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
る
法
人
（
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
の
新
設
、
目
的
の
変
更
そ
の
他
当
該
法
律
の
定
め
る
制
度
の
改
正
及

び
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ
と
。

ワ

国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
の
基
本
方
針
及
び
人
件
費
予
算
の
配
分
の
方
針
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

カ

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣

が
樹
立
す
る
計
画
に
基
づ
く
研
修
及
び
所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

四

資
料
の
提
出
要
求
等

長
官
は
、
公
務
員
庁
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し

、
資
料
の
提
出
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
二

審
議
会
等
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一

退
職
手
当
審
査
会

１

別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
務
員
庁
に
置
か
れ
る
審
議
会
等
は
、
退
職
手
当
審
査
会
と
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

２

退
職
手
当
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

第
三

地
方
支
分
部
局

一

管
区
国
家
公
務
員
局
等

１

公
務
員
庁
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
管
区
国
家
公
務
員
局
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
七
条
第
一
項
関
係
）

２

１
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
公
務
員
庁
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
を
置

く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
二
項
関
係
）

３

管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
は
、
公
務
員
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
一
の
三
の
２
の
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
三
項
関
係
）



- 6 -

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
３
に
定
め
る
事
務
の
ほ
か
、
管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
に
、
公
務
員

庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
一
の
三
の
２
の
ト
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
調
査
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び

整
理
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
四
項
関
係
）

５

管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
は
、
３
及
び
４
に
定
め
る
事
務
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
法
第
百

三
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
人
事
公
正
委
員
会
の
事
務
の
う
ち
職
員
の
苦
情
の
相
談
に
関
す
る
も
の
を
分
掌
し
、
当
該

事
務
に
つ
い
て
は
、
人
事
公
正
委
員
会
の
み
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
五
項
関
係
）

６

管
区
国
家
公
務
員
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
並
び
に
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
政

令
で
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
内
部
組
織
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
六
項
及
び
第
七
項
関
係
）

第
四

雑
則

一

官
房
及
び
局
の
数
等

公
務
員
庁
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
庁
と
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
務
員
庁
に
置
か

れ
る
官
房
及
び
局
の
数
は
、
五
以
内
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）
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第
五

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

所
掌
事
務
の
特
例

公
務
員
庁
は
、
第
一
の
二
の
１
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
一
の
三
の
１
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
制

度
改
革
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
、
同
本
部
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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公
務
員
庁
設
置
法

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

公
務
員
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務
等

第
一
節

公
務
員
庁
の
設
置
（
第
二
条
）

第
二
節

公
務
員
庁
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
等
（
第
三
条
―
第
五
条
）

第
三
章

審
議
会
等
（
第
六
条
）

第
四
章

地
方
支
分
部
局
（
第
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
務
員
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
必
要
と
な
る
明
確
な
範
囲
の
所
掌
事
務
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を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
掌
す
る
行
政
事
務
を
能
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章

公
務
員
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務
等

第
一
節

公
務
員
庁
の
設
置

（
設
置
）

第
二
条

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
内
閣
府
の
外
局
と

し
て
、
公
務
員
庁
を
設
置
す
る
。

２

公
務
員
庁
の
長
は
、
公
務
員
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

第
二
節

公
務
員
庁
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
等

（
任
務
）

第
三
条

公
務
員
庁
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
三
条
第
一
項
の
任
務
の
う
ち
、
各
行
政
機
関
が
そ
の
職
員
に
つ
い
て
行
う
人
事
管

理
に
関
す
る
事
務
の
統
一
保
持
そ
の
他
の
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
員
庁
は
、
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
に
関
す
る
事
務
、
行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
及

び
運
営
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
資
す
る
事
務
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
遂
行
す
る
こ
と
を
任
務
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と
す
る
。

３

公
務
員
庁
は
、
第
一
項
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

公
務
員
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次

に
掲
げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

各
行
政
機
関
が
そ
の
職
員
に
つ
い
て
行
う
人
事
管
理
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に
関
す
る
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
に
関
す
る
事
項

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
員
庁
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
五
号
及

び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
他
の
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
家
公
務
員
の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
及
び
退
職
管
理
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
家
公
務
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
家
公
務
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
こ
と
。
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四

国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

五

国
家
公
務
員
の
団
体
交
渉
及
び
団
体
協
約
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

七

行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
並
び
に
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

各
行
政
機
関
の
機
構
の
新
設
、
改
正
及
び
廃
止
並
び
に
定
員
の
設
置
、
増
減
及
び
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ
と
。

九

行
政
機
関
が
共
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
を
い
い
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立

大
学
法
人
を
い
う
。
）
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
を
い
う
。
）

及
び
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
日
本
司

法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

独
立
行
政
法
人
の
新
設
、
目
的
の
変
更
そ
の
他
当
該
独
立
行
政
法
人
に
係
る
個
別
法
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
法
を
い
う
。
）
、
国
立
大
学
法
人
法
及
び
総
合
法
律
支
援
法
の
定
め
る
制
度
の
改
正
並
び
に
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廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ
と
。

十
二

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
る
法
人
（
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
の
新
設
、
目
的
の
変
更
そ
の
他
当
該
法
律
の
定
め
る
制
度
の
改
正
及
び
廃
止

に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ
と
。

十
三

国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
の
基
本
方
針
及
び
人
件
費
予
算
の
配
分
の
方
針
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

十
四

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
樹
立
す
る
計
画
に
基
づ
く
研
修
及
び
所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

（
資
料
の
提
出
要
求
等
）

第
五
条

長
官
は
、
公
務
員
庁
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対

し
、
資
料
の
提
出
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

審
議
会
等

（
退
職
手
当
審
査
会
）
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第
六
条

別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
務
員
庁
に
置
か
れ
る
審
議
会
等
は
、
退
職
手
当
審
査
会
と
す
る
。

２

退
職
手
当
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
章

地
方
支
分
部
局

（
管
区
国
家
公
務
員
局
等
）

第
七
条

公
務
員
庁
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
管
区
国
家
公
務
員
局
を
置
く
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
公
務
員
庁
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
を
置
く
。

３

管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
は
、
公
務
員
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
定
め
る
事
務
の
ほ
か
、
管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
に
、
公
務
員
庁

の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
四
条
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
調
査
並
び
に
資
料
の
収
集
及

び
整
理
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
は
、
前
二
項
に
定
め
る
事
務
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
法
第
百
三
十
一
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条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
職
員
の
苦
情
の
相
談
に
関
す
る
も
の
を
分
掌
し
、
当
該
事
務
に
つ
い
て
は
、
人
事
公
正
委

員
会
の
み
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

６

管
区
国
家
公
務
員
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
並
び
に
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令

で
定
め
る
。

７

管
区
国
家
公
務
員
局
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
事
務
所
の
内
部
組
織
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

第
五
章

雑
則

（
官
房
及
び
局
の
数
等
）

第
八
条

公
務
員
庁
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
庁
と
す
る
。

２

内
閣
府
設
置
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
務
員
庁
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
局
の
数
は
、
五
以
内
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
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（
所
掌
事
務
の
特
例
）

２

公
務
員
庁
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員

制
度
改
革
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
条

の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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理

由

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
に
基
づ
き
自
律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
た
め
、
国
家
公
務
員
の
任
免
、
勤
務
条
件
等

に
関
す
る
制
度
並
び
に
団
体
交
渉
及
び
団
体
協
約
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
に
関
す
る
事
務
等
を
担

う
公
務
員
庁
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



参

照

条

文

目

次

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二三

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）
・
・
・
２

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

四

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

五

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

六

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

七

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）
・
・
・
４

八
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○

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）

（
略
）

第
十
二
条

内
閣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
一

閣
議
事
項
の
整
理
そ
の
他
内
閣
の
庶
務

二

内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

三

閣
議
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

四

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

五

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
各
部
の
施
策
に
関
す
る
そ
の
統
一
保
持
上
必
要
な
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

六

内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
情
報
の
収
集
調
査
に
関
す
る
事
務

七

行
政
機
関
の
幹
部
職
員
の
任
免
に
関
し
そ
の
適
切
な
実
施
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務

（
略
）

３
・
４

○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）

（
能
率
増
進
計
画
）

内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
庁
の
長
は
、
職
員
の
勤
務
能
率
の
発
揮
及
び
増
進
の
た
め
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
計
画
を
樹
立
し
、
そ
の
実
施
に
努
め
な
け

第
六
十
七
条

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
員
の
研
修
に
関
す
る
事
項

二

職
員
の
保
健
に
関
す
る
事
項

三

職
員
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
項

四

職
員
の
安
全
保
持
に
関
す
る
事
項

五

職
員
の
厚
生
に
関
す
る
事
項

前
項
の
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
の
総
合
的
企
画
並
び
に
関
係
各
庁
に
対
す
る
調
整
及
び
監
視
に
当
た
る
。

２
（
所
掌
事
務
）

委
員
会
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
三
十
一
条

一

職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
行
政
措
置
の
要
求
及
び
不
利
益
な
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
そ
の
他
の
職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
行
政
機
関
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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二

第
百
四
条
及
び
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
及
び
営
利
企
業
に
関
す
る
制
限
に
関
す
る
事
務

三

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
流
基
準
を
制
定
す
る
こ
と
。

四

第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
事
務

五

国
家
公
務
員
倫
理
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
所
掌
事
務
と
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

六

第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
関
係
大
臣
そ
の
他
の
機
関
の
長
に
対
し
人
事
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
委
員
会
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）

（
退
職
手
当
審
査
会
）

公
務
員
庁
に
、
退
職
手
当
審
査
会
を
置
く
。

第
十
八
条

退
職
手
当
審
査
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
審
査
会
の
組
織
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
退
職
手
当
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）

（
任
務
）内

閣
府
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

第
三
条前

項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
皇
室
、
栄
典
及
び
公
式
制
度
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
と
し
て
行
う
べ
き
事
務
の
適
切
な
遂
行
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

２
形
成
の
促
進
、
市
民
活
動
の
促
進
、
沖
縄
の
振
興
及
び
開
発
、
北
方
領
土
問
題
の
解
決
の
促
進
、
災
害
か
ら
の
国
民
の
保
護
、
事
業
者
間
の
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促

進
、
国
の
治
安
の
確
保
、
人
事
行
政
の
公
正
の
確
保
、
金
融
の
適
切
な
機
能
の
確
保
、
消
費
者
が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実

現
に
向
け
た
施
策
の
推
進
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
、
政
府
の
施
策
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
の
基
盤
の
整
備
並
び
に
経
済
そ
の
他
の
広
範
な
分
野
に
関
係
す
る
施
策
に

関
す
る
政
府
全
体
の
見
地
か
ら
の
関
係
行
政
機
関
の
連
携
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
政
府
全
体
の
見
地
か
ら
管
理
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
行
政
事

務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

内
閣
府
は
、
第
一
項
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
。

３
（
設
置
）

内
閣
府
に
は
、
そ
の
外
局
と
し
て
、
委
員
会
及
び
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条
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法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
の
委
員
会
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
員
会
又
は
庁
を
置
く
こ
と
が

２
で
き
る
。

前
二
項
の
委
員
会
及
び
庁
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
委
員
会
」
及
び
「
庁
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
廃
止
は
、
法
律
で
定
め
る
。

３
（
庁
の
内
部
部
局
）

庁
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
官
房
及
び
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
三
条

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
で
特
命
担
当
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
所
掌
事
務
の
全
部
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
庁
の
う
ち
別
に
法
律
で
定
め
る
も
の

２
に
は
、
当
該
法
律
の
定
め
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
官
房
及
び
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
官
房
又
は
局
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
及
び
第
二
項
の
官
房
、
同
項
の
局
並
び
に
第
一
項
及
び
前
項
の
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。

４

庁
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
官
房
、
同
項
の
局
並
び
に
第
一
項
及
び
第
三
項
の
部
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置

５
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）

（
目
的
等
）

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
の
運
営
の
基
本
そ
の
他
の
制
度
の
基
本
と
な
る
共
通
の
事
項
を
定
め
、
各
独
立
行
政
法
人
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す

第
一
条

る
事
項
を
定
め
る
法
律
（
以
下
「
個
別
法
」
と
い
う
。
）
と
相
ま
っ
て
、
独
立
行
政
法
人
制
度
の
確
立
並
び
に
独
立
行
政
法
人
が
公
共
上
の
見
地
か
ら
行
う
事
務
及
び
事

業
の
確
実
な
実
施
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
及
び
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
略
）

２
（
定
義
）こ

の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
務
及
び
事
業

第
二
条

で
あ
っ
て
、
国
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体
に
ゆ
だ
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
又
は
一
の
主
体
に
独
占
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
及
び
個
別
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。

（
略
）

２

○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
）
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（
定
義
）こ

の
法
律
に
お
い
て
「
国
立
大
学
法
人
」
と
は
、
国
立
大
学
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。

第
二
条（

略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
」
と
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

３
法
人
を
い
う
。

（
略
）

４
～
８

○

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
こ
の
章
の
目
的
）

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
三
条○

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
。
）
（
抄
）

（
事
務
局
）本

部
に
関
す
る
事
務
は
、
公
務
員
庁
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
二
十
条
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